
令和３年第１０回 

海老名市農業委員会定例総会議事録 

                 日  時    令和３年１０月２７日

                           １３時３０分～１４時１０分

                 会  場    海老名市役所 ６階議員全員協議会室
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令和３年第１０回海老名市農業委員会定例総会

 令和３年１０月２７日「令和３年第１０回海老名市農業委員会定例総会」を議員全員協

議会室に招集した。招集委員は１４名、応召委員は１４名で次のとおりである。 

1番 深澤 伸治    2番  宮䑓 功      3番 清水 澄雄    4番 松島 淳一     

5番 鈴木 守    6番 小島 富士男  7番 波多野 寛    8番 市川 和美    

9番 竹内 章人  10番 新戸 和夫   11番 守屋 福夫   12番 金指 満    

13番 二見 務   14番 大矢 美知子 

 また、出席した農地利用最適化推進委員は６名で次のとおりである。

15番 井上 勝  16番 鈴木 信一  17番 尾上 富夫  18番 小松 佐一 

19番 猪熊 克行 20番 齋藤 孝一

事務局の出席は次のとおりである。

 事務局長 中山 康一、主幹兼係長 草薙 砂織、主査 加藤 友彦 

会議事項は次のとおりである。

 日程第１ 議案第50号 農地法第３条の規定による許可申請について 

 日程第２ 議案第51号 引き続き農業を行っている旨の証明について 

 日程第３ 議案第52号 引き続き農業を行っている旨の証明について（報告） 

 日程第４ 議案第53号 引き続き特定貸付けを行っている旨の証明について 

日程第５ 議案第54号 農用地利用集積計画（案）について「貸し借り」 

日程第６ 議案第55号 都市農地の貸借の円滑化に関する法律第４条第１項の規定に

基づく事業計画（案）について 

審議事項は次のとおりである。

  (１) 農地の一時使用について 

  (２) 農地の使用貸借権の解約について 

 (３) 農地転用届出による専決処分について 

  (４) 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 
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会長が開会を宣言した。（開会の時間： 午後１時３０分） 

【議  長】 ただいまの出席委員は、１４名でございます。農地利用最適化推進委員６

名が出席していただいております。定足数に達しておりますので、会議は成

立いたしました。 

次に、農業委員会会議規則第１３条第２項により議事録署名委員を指名さ

せていただきますが、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 ご異議なしということでございますので、３番委員、４番委員を指名させ

ていただきます。 

それでは、議案書３ページから４ページ、４．報告事項の（１）活動状況

について、（２）農地の異動状況について、事務局から説明をお願いいたし

ます。 

【事務局長】  （先月の活動状況、農地の異動状況を報告した） 

【議  長】 ただいまの報告につきまして、何かご質問等がありましたらお伺いいた

します。ございませんか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようでしたら、この程度にさせていただきます。  

 本日は傍聴希望者がございませんので、このまま進めていきたいと思い

ます。 

 それでは、議案書５ページ、５．付議事項、日程第１、議案第５０号 

農地法第３条の規定による許可申請についてを議題といたします。 

 受付番号１１について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主幹兼係長】 農地法第３条では、農地または採草放牧地について権利を移転または

設定する場合には、原則として農業委員会の許可を受けなければならない

旨を規定しております。これは、権利の設定、移転の機会を捉えて農地等

が資産保有目的、登記目的等の対象として農業者以外の者によって取得さ

れないようにするとともに、生産性の高い農業経営者によって効率的に利

用されることにより、農業生産力の維持拡大を図ることを趣旨としたもの

でございます。 

 受付番号１１、申請地は、本郷字■■■■■■■■、台帳地目、■、現
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況地目、■、■■■平米、議案書のとおりです。譲受人は、本郷■■■■

■■、■■■■、譲渡人は、本郷■■■■■、■■■■■、権利の種類

は、所有権の移転、目的は、経営規模拡大です。現地の案内図及び写真

は、資料１にございます。 

【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。19番委員。 

【19番委員】  本件は基本的には問題ないものと考えます。譲受人の■■■■さん

は、地域でも専業の露地栽培やっておられる方で、非常に熱心に農業経営

をやっておられます。今回、高座清掃施設組合の公園用地に該当する場所

にも工事がございまして、その代替用地として今回、本件の土地を求める

ものでございます。特に問題はありません。 

【議  長】  暫時休憩といたします。 

          （休 憩） 

【議  長】  再開いたします。 

 ただいま傍聴人がお見えになりましたけれども、傍聴を許可してよろし

いでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということですので、傍聴を許可したいと思います。 

 それでは、続きまして、事務局より詳細説明をお願いいたします。 

【主幹兼係長】  ■■■さんの農家世帯としての状況は、■さん、妻の■■さん、長

女の■■さんが主な農業従事者で、次女の■■さんが手伝いをしているそ

うです。経営主は、令和２年の農家台帳では■さんになっております。農

業への従事状況に関してですが、■さんの農業経験年数は４５年、従事日

数は３００日、妻の■■さんの農業経験年数は２９年、従事日数は２５０

日、長女の■■さんの農業経験年数は７年、従事日数は１５０日、次女の

■■さんの農業経験年数は６年、従事日数は６０日だそうです。■■■さ

ん世帯の現在の農業経営面積は、自作地の田は■平米、畑が■■■■■平

米、合計、■■■■■平米で、下限面積である３０アールを超えておりま

す。機械は、トラクター■台、防除機■台、トラック■台を所有しており

ます。また、地域集落の取決めに従い、支障の出ないよう耕作を行う旨、

申請書に記載がございます。機械の面、労働力の面、技術の面、どれから
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見ても譲受人として問題ないと思われます。そのほか、許可をすることが

できない場合が定められている農地法第３条第２項各号に該当する項目も

ございません。この案件に関して、特に問題ないと思われます。 

【議  長】  それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。13番委員。 

【13番委員】 昨日、現地確認をしたところ、適切に管理をされており、問題はないと

思います。 

【議  長】  それでは、受付番号１１について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようですので、受付番号１１について採決をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、許可相当とさせていただきます。 

 次に、議案書６ページ、日程第２、議案第５１号 引き続き農業を行っ

ている旨の証明についてを議題といたします。 

 受付番号２５について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主幹兼係長】 この証明は、農地の相続税納税猶予制度を受けている方が３年ごとに

引き続きこの特例を受けたい旨の継続届出書を税務署へ提出する際に必要

なものでございます。過去３年間において相続税の納税猶予を受けている

農地を農地として管理してきたかということを農業委員会が証明するもの

でございます。 

 受付番号２５、被相続人は、上郷■■■■■■■■、■■■■、相続人

は、上郷■■■■■■■■、■■■、引き続き農業を行っている期間は、

平成３０年１１月２７日から令和３年１０月２７日までです。特例農地等

の明細ですが、下今泉■■■■■■■■、現況地目、■、登記簿地目、

■、農業振興地域内、■■■■■平米のほか■筆、合計、■■■■■平

米、議案書のとおりでございます。事務局で１０月６日に現地調査をした

ところ、農地として適正に管理されていましたので、特に問題ないと思わ

れます。 
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【議  長】  それでは、受付番号２５について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号２５について、採

決をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

 続きまして、議案書７ページ、受付番号２７について、事務局から提案

説明をお願いいたします。 

【主幹兼係長】 受付番号２７、被相続人は、本郷■■■■■■、■■■■■、相続人

は、本郷■■■■■■、■■■■■■、引き続き農業を行っている期間

は、平成３０年１１月２７日から令和３年１０月２７日までです。特例農

地等の明細ですが、本郷■■■■■■■、現況地目、■、登記簿地目、

■、農業振興地域内、■■平米のほか■筆、合計、■■■■■■■■平

米、議案書のとおりでございます。事務局で１０月６日に現地調査をした

ところ、農地として適正に管理されていましたので、特に問題ないと思わ

れます。 

【議  長】  それでは、受付番号２７について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号２７について、採

決をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書８ページから９ページ、日程第３、議案第５２号 引き続

き農業を行っている旨の証明について（報告）を議題といたします。 
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 本件は専決処分で、引き続きの証明書を発行したことについて報告し、

了承を求めますので、受付番号２６について、事務局から説明をお願いい

たします。 

【主幹兼係長】  この証明の内容は、日程第２でお諮りいただいたものと同じでござ

います。農地の相続税納税猶予制度を受けている方が３年ごとに引き続き

この特例を受けたい旨の継続届出書を税務署へ提出する際に必要なもので

ございます。本来であれば、この総会で承認いただいた後に発行するもの

でございますが、税務署への提出期限から、専決処分で処理させていただ

いた旨をご報告させていただきます。 

 それでは、受付番号２６、被相続人は、杉久保北■■■■■■■■、■

■■■、相続人は、杉久保北■■■■■■■■、■■■■、引き続き農業

を行っている期間は、平成３０年８月３０日から令和３年１０月１８日ま

でです。特例農地等の明細ですが、中河内字■■■■■■■■、現況地

目、■、登記簿地目、■、農振農用地区域内、■■■平米、ほか■■筆、

合計、■■■■■■■■■平米、議案書のとおりでございます。事務局で

１０月６日に現地調査をしたところ、農地として適正に管理されていまし

たので、特に問題はないかと思われます。 

【議  長】  それでは、受付番号２６について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、受付番号２６の専決処分については了承としたい

と思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしと認めます。よって、了承とさせていただきます。 

 次に、議案書１０ページ、日程第４、議案第５３号 引き続き特定貸付

けを行っている旨の証明についてを議題といたします。 

 受付番号２について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主幹兼係長】 この証明は、相続税納税猶予の特例適用を受けている農地について、

特定貸付けをしている方が３年ごとに引き続き相続税納税猶予の特例を受

けたい旨の継続届出書を税務署へ提出する際に必要な証明です。過去３年

間において、相続税の納税猶予を受けている農地が特定貸付けされ、農地
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として利用されているかという部分を農業委員会が証明します。 

 受付番号２、被相続人は、本郷■■■■■■、■■■■■、相続人は、

本郷■■■■■■、■■■■■■、引き続き特定貸付けを行っている期間

は、平成３０年１１月２７日から令和３年１０月２７日までです。特例農

地等の明細ですが、本郷字■■■■■■■■、現況地目、■、登記簿地

目、■、農振農用地区域内、■■■平米、ほか■筆、合計、■■■■■平

米、議案書のとおりでございます。事務局で１０月６日に現地調査をした

ところ、農地として適正に管理されていました。特に問題はないと思われ

ます。 

 また、補足で説明させていただきます。相続人は、先ほど日程第２、議

案第５１号、受付番号２７でお諮りいただいた人物と同一でございます。

今回の場合で言う特例貸付けは、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地

利用集積計画の作成により貸付けであり、令和５年１２月３１日まで貸付

けをしているものです。本日、委員の皆様に了承していただきましたら、

証明を発行いたしまして、当事者へ通知をいたします。 

【議  長】  それでは、受付番号２について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号２について、採決

させていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認といたします。 

 次に、議案書１１ページ、日程第５、議案第５４号 農用地利用集積計

画（案）について「貸し借り」を議題といたします。 

 受付番号３２について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主幹兼係長】  農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸し借りについて、当事者

より申出がありましたので、農用地利用集積計画（案）を上程いたしま

す。この審議を経て、海老名市に対し計画（案）を送付し、農用地利用集
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積計画を定めるよう要請します。海老名市は、それに基づき、農用地利用

集積計画を作成し、その公告があったときに権利の設定の効果が生じま

す。海老名市では、貸し借りの期間につきまして、便宜上、全ての終期を

１２月末としています。 

 受付番号３２、借り手は、杉久保北■■■■■■■、株式会社■■■■

■■■■、代表取締役■■■■、貸し手は、本郷■■■■■■、■■■

■、貸し借りする農地は、本郷字■■■■■■■■、現況地目、■、■■

■■■平米、ほか■筆です。貸し借りの種類は、賃借権の設定、利用目的

は、普通畑、貸し借りの期間は、令和３年１１月１日から令和６年１２月

３１日までの４年間です。農業振興地域内、２件の新規の計画です。この

案件につきまして、１０月６日に事務局で現地確認をしたところ、現地は

農地として管理されていました。また、借り手は認定農業者で、農用地集

積計画の法定要件が定められている農業経営基盤強化促進法第１８条第３

項の各要件を満たしており、特に問題ないと思われます。 

【議  長】  それでは、受付番号３２について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、採決をさせていただきます。 

 受付番号３２について、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認といたします。 

 続きまして、受付番号３３について、事務局から提案説明をお願いいた

します。 

【主幹兼係長】  受付番号３３、借り手は、上郷■■■■■■■■、■■■■、貸し

手は、下今泉■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は、上郷字■

■■■■■■、現況地目、■、■■■平米です。貸し借りの種類は、使用

貸借権の設定、利用目的は、水田、貸し借りの期間は、令和４年１月１日

から令和６年１２月３１日までの３年間、農業振興地域内、１件の新規の

計画です。この案件につきまして、１０月６日に事務局で現地確認をした
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ところ、現地は農地として管理されていました。また、借り手は農家で、

農用地集積計画の法定要件が定められている農業経営基盤強化促進法第１

８条第３項の各要件を満たしており、特に問題ないと思われます。 

【議  長】  それでは、受付番号３３について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、採決をさせていただきます。 

 受付番号３３について、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認といたします。 

 続きまして、受付番号３４について、事務局から提案説明をお願いいた

します。 

【主幹兼係長】  受付番号３４、借り手は、大谷北■■■■■■■■■、■■■■、

貸し手は、大谷南■■■■■■■■■、■■■■、■■■■、貸し借りす

る農地は、大谷南■■■■■■■、現況地目、■、■■■平米のうち■■

■平米、ほか■筆です。貸し借りの種類は、使用貸借権の設定、利用目的

は、畑、貸し借りの期間は、令和４年１月１日から令和１３年１２月３１

日までの１０年間、農業振興地域内の４件の継続の計画です。この案件に

つきまして、１０月６日に事務局で現地確認をしたところ、現地は農地と

して管理されていました。また、借り手は農家で、農用地集積計画の法定

要件が定められている農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を

満たしており、特に問題ないと思われます。 

【議  長】  それでは、受付番号３４について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、採決をさせていただきます。 

 受付番号３４について、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 
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【議  長】  挙手全員であります。よって、承認といたします。 

 次に、議案書１２ページ、日程第６、議案第５５号 都市農地の貸借の

円滑化に関する法律第４条第１項の規定に基づく事業計画（案）について

を議題といたします。 

 受付番号１について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  まず、本案件の制度につきまして説明させていただきます。 

 生産緑地が有効に活用され、都市農業の安定的な継続が図られるよう、

平成３０年の９月１日に都市農地の賃借の円滑化に関する法律が施行さ

れ、生産緑地の貸し借りがしやすくなる仕組みがつくられたところでござ

います。今回の案件で農業委員会が確認します事業計画の認定の要件につ

いて簡単にご説明します。 

 １つ目が、周辺の生活環境と調和の取れた利用を確保すること、もう１

つは、都市農地の賃借の円滑に関する法律施行規則第３条第１号に掲げら

れた要件の１つに該当することとされておりまして、こちらの要件の１つ

で、例えば生産された農産物の５割以上を市内及び隣接市町村で販売する

などがございます。申請書にはこれらの要件に対応した項目がございまし

て、こちらの要件を満たしているかどうかを事務局にて記載事項を確認し

ております。 

 議案書１２ページをご覧ください。受付番号１、申請者は、下今泉■■

■■■■■■、有限会社■■■■、代表取締役■■■、土地の所有者は、

下今泉■■■■■■■、■■■■、■■■■、貸し借りをする農地は、下

今泉■■■■■■■■、現況地目、■、■■■平米、ほか■筆、議案書の

とおりでございます。貸し借りの権利の種類は賃借権の設定で、貸し借り

の期間につきましては、令和４年１月１日から令和６年１２月３１日まで

の３年間になります。こちらは新規の計画でございまして、借り手は、８

番委員の息子さんが代表を務められる農業経営も行っている会社になりま

す。現地につきましては、１０月１１日に事務局で確認いたしましたが、

農地として管理されており、特に問題はございませんでした。 

 また、先ほど説明しました都市農地の賃借の円滑化に関する法律第４条

第３号の各要件につきまして、申請書の記載内容を事務局で確認しまし
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て、要件については満たしていると判断できましたので、この案件につき

ましては特に問題ないと思われます。 

【事務局長】  私のほうから補足を。今説明にありましたように、申請者の法人は、

８番委員のご子息が代表取締役を務められておりますが、農業委員会等に

関する法律上は、同居の親族またはその配偶者の案件については、当該委

員は議事から除斥されているという形になっているのですけれども、■■

■さんは市外にお住まいということですので、そのまま議事に参加してい

ただいて問題ないのですが、私が質問してしまうのは変なのですけれど

も、■■■■はどんな会社なのか、我々もよく承知していなかったので、

差し支えない範囲で、どんなことをしている会社なのか説明していただけ

るとありがたいのですが、よろしいですか。 

【８番委員】  農業で得た農産物を販売するということになっています。もともと、

大分前に母がというのか、亡くなった父が会社をつくっていたのですけれ

ども、つくっただけであまり活用されていなかったというか、そういう感

じなのですが、息子が今度農業を始めるということに当たって、農産物を

主に販売していくというのですか、そういうことで会社としてというので

しょうか、うまく言えないのですけど。 

【事務局長】  分かりました。定款を拝見すると、不動産とか、いろいろなことが書

いてあったので、今、農産物の取扱いをほぼ専門にやっているという理解

で。 

【８番委員】  農産物の販売を主にやっています。 

【事務局長】  分かりました。ありがとうございます。私が聞くことではなかったか

もしれません。ありがとうございました。 

【議  長】  それでは、受付番号１について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、採決をさせていただきます。 

 受付番号１について、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 
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【議  長】  挙手全員であります。よって、了承といたします。 

 次に、議案書１３ページ、６．そのほか、法に基づく許認可等の審議に

よらない案件の（１）農地の一時使用についてを案件といたします。 

 受付番号８について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主  査】  受付番号８、申請地は、大谷南■■■■■■、現況地目、畑です。そ

の前に、議案書の訂正をお願いしたいのですが、今からご説明させていた

だく一時使用についてなのですが、現況地目が畑ということになっており

ますので、田ではなく、畑という形で訂正をお願いいたします。 

 受付番号８、申請地は、大谷南■■■■■■■■、現況地目、■、登記

簿地目、■、■■■平米、ほか■筆、合計、■■■■■■平米のうち■■

■平米、議案書のとおりでございます。所有者は、杉久保北■■■■■■

■■、■■■■、使用者は、中新田■■■■■■、■■■株式会社、代表

取締役■■■■、事業主は、綾瀬市寺尾本町一丁目１１番３号、神奈川県

厚木土木事務所東部センター、所長星名隆、工事名は、令和２年度河川改

修工事公共（その２）、令和３年度河川改修工事県単（その９）合併、目

的は、仮設ハウス及び資材置場としてになります。使用期間につきまして

は、令和３年１１月１日から令和４年３月２５日までです。 

 資料につきましては、資料２－１に案内図と申請前の現地の写真、資料

２－２につきましては案分図、２－３が土地利用計画図、２－４が断面図

となります。 

【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。６番委員。 

【６番委員】  この案件は、永池川の河川改修工事をする工事業者が現場の事務所を

探しているということで、近隣を何か所か当たってみたのですけれども、

いい場所がないということで、農地の一時使用をお願いしたいということ

でございました。期間が３月２５日までということで、それ以上の計画は

ないということで、この日までには撤収するというような話がございまし

た。特に問題はないかと思います。 

【議  長】  それでは、受付番号８について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、受付番号８については了承としたいと思います
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が、ご異議ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしと認めます。よって、一時使用は了承とさせていただきま

す。 

 次に、議案書１４ページ、（２）農地の使用貸借権の解約についてを案

件といたします。 

 受付番号６について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主  査】  受付番号６、届出地は、上郷字■■■■■■■、現況地目、■、登記

簿地目、■、■■■平米、ほか■筆、貸人は、上郷■■■■■■■■■、

■■■、借人は、上郷■■■■■、■■■■、農用地集積計画作成により

行われていた田んぼの使用貸借の解約になります。合意による解約を令和

３年１０月３１日に行いまして、農地の引渡しにつきましても同日に行う

という届出内容になっております。この農地につきまして、事務局で１０

月１１日に現地調査を行いまして、農地として適正に管理されていること

を確認しておりまして、特に問題ないと思われます。 

【議  長】  それでは、受付番号６について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、受付番号６については了承としたいと思います

が、ご異議ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしと認めます。よって、解約は了承といたします。 

 次に、議案書１５ページ、（３）農地転用届出による専決処分について

を案件といたします。 

 農地法第５条、受付番号３８と３９の２件について、事務局から一括し

て説明をお願いいたします。 

【主  査】  議案書の１５ページでございまして、農地法第５条第１項第７号の規

定による届出となっております。４条はございません。届出期間につきま

しては、令和３年９月１日から９月３０日までの間に届出がされたものと

なっております。受付番号３８から３９の２件で、畑のみで、410.01平米

です。これらにつきまして、専決処分で受理したことを一括して報告いた
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します。 

【議  長】  それでは、受付番号３８と３９について、一括して質疑をお受けいた

します。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、受付番号３８と３９については、一括して了承と

させていただきたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしと認めます。よって、一括して了承といたします。 

 次に、議案書１６ページ、（４）農地法第３条の３第１項の規定による

届出についてを案件といたします。 

 受付番号１２について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主  査】  受付番号１２、権利を取得した者は、上今泉■■■■■■■■、■■

■■、権利を取得した日は、令和３年９月２日、権利を取得した事由につ

きましては、相続、取得した権利につきましては、所有権です。農業委員

会によるあっせん等の希望は、なしです。届出に係わる土地の所在です

が、上今泉字■■■■■■■■、現況地目、■、登記簿地目、■、■■■

平米、ほか■筆、合計、■■■■■平米、議案書のとおりでございます。 

【議  長】  それでは、受付番号１２について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、受付番号１２について、了承としたいと思います

が、ご異議ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしと認めます。よって、了承とさせていただきます。 

 次に、７．その他について、委員の皆様から何かございますでしょう

か。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  事務局から何かございますでしょうか。 

【事務局長】  ございません。 

【議  長】  ないようですので、本日の定例総会は終了といたします。 

 長い時間、ありがとうございました。 


